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第 1 回生鮮食品・業務用食品調査会 資料 2 

食品表示基準における「生鮮食品」と「加工食品」の整理について 

(6 ページ) 

1. 「食品区分の定義」というタイトルは、「加工食品」、「生鮮食品」および「添加物」の定義と

いうタイトルにすべきであろう。 

 

理由 

・ここで議論しているのは、食品の区分の定義ではなく、「加工食品」、「生鮮食品」および「添加

物」の定義であるからである。9 ページにおいて、“「加工食品」、「生鮮食品」ともに、それぞ

れの定義に基づき、別に定めるものとしている。”と記述されている。 

※1 製造、および※2 加工が定義されているのであれば、「加工食品とは、製造又は加工が行わ

れた飲食物として別に定めるものをいう。」とすべきであろう。そしてどこに定められるかを特

定すべきであろう。 

 

（6ページ）：食品表示基準の食品区分の定義について ※昨日の加工食品調査会のコメントと同じ 

2.“食品表示基準における「製造」と「加工」の定義”について、適切であるか否かが本調査会

において吟味されるべきである。 

 

理由 

・「製造」と「加工」の定義に関して、食品衛生法の定義ではなく、JAS 法の定義が採用された理

由をまず示すべきである。また、採用された定義が、適切であるか否かが吟味されるべきであ

る。 

・実際に食品を製造した者の例として、干しえびを味付けする者が挙げられているが、味付けの

工程は「製造：その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作り出すこと」

に相当するのか。味付けの工程はどちらかと言えば、「加工：あるものを材料としてその本質

は保持させつつ、新しい属性を付加すること」に相当するのではないか。味付けが「製造」に

該当する理由を示すべきである。 

・「実際に食品を加工（調整及び選別を含む。）した者」が提起されているが、「調整」とは何

を意味するかを定義すべきである。「調整」を英語で表記すると、どのような言葉になるのか。

追加配布資料（差替え版）鬼武委員提出資料 



「選別」は、食品の製造においても、加工においても一般的に行われるが、なぜ加工において

のみ言及されているのか。 

・「実際に食品を加工（調整及び選別を含む。）した者」の例として、干しえびを袋詰めする者

が挙げられているが、袋詰めは一般的には充填（packing）であり、「加工：あるものを材料と

してその本質は保持させつつ、新しい属性を付加すること」には相当しないのではないか。 

 

※1 『製造』とは、その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作り出すこと。  

※2 『加工』とは、あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新たな属性を付加すること。 

 

・加えて、これらの意味が、外国人を含め、利害関係者に正確に理解できるのかが、吟味される

べきである。 

“「製造」とは、その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作り出すこと。”

を英語で表記すると、“Manufacture means producing of something new that is substantially 

different from substances used as its raw materials.”となる。 

一方、“「加工」とは、あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新たな属性を付加する

こと。”を英語で表記しようとすると、“Processing means addition of any new attributes while 

maintaining its nature…”となり、英文にならない。これは“「加工」とは、あるものを材料

としてその本質は保持させつつ、新たな属性を付加すること。”が意味不明である（不完全な日

本語である）ためである。  

なお“「加工」とは、材料としてのあるものに、その本質は保持させつつ、新たな属性を付加す

ること。”とすれば、意味を持つ。即ち、“Processing means addition of any new attributes 

to something as ingredient while maintaining its nature.” 

・属性という言葉が用いられているが、この言葉は一般の人によって日常的に用いられている言

葉であるとは思われない。より平易な言葉が用いられるべきである。（広辞苑第二版：属性

（attribute）①その物の有する特徴、性質） 

 

(10・11 ページ):（参考）加工食品品質表示基準（別表 1）と（参考）生鮮食品品質表示基準（別

表）について 

3. 13 頁の「調整」の定義を参照すると、「調整」は加工に該当しないということであるが、 

10 ページの（参考）加工食品品質表示基準（別表 1）には、塩蔵野菜、野菜冷凍食品、乾燥果

実、果実冷凍食品、素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、水産物冷凍食品、干

わかめ類、干ひじき、干あらめは、13 頁の「調整」の定義に従えば、生鮮食品に区分される

かもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 



（12 ページ）：「加工食品」と「生鮮食品」の整理について（案） 

※昨日の加工食品調査会のコメントと同じ 

4. “食品表示基準では「形態の変化」は「加工（新しい属性の付加）」には該当しないものとし

て整理することとする。”は適切ではない（より具体的な例示が必要）。 

 

理由 

・例えば、牛肉をスライスもしくはミンチにし、その形態を変化させた場合、得られた製品は微

生物学的特性の点で、前の製品と大きく異なり、従って使用方法も異なることになり、新しい

属性が付与されたということになるからである。 

・上記コメント（項目 18）の続きになるが、「加工」の定義の中で用いられている「属性」とは、

具体的に、また例を示して明示すべきであろう。 

・「加工食品」と「生鮮食品」の整理を行うのではなく、それぞれの定義を定めるべきである。図

の中で、「加工食品は、製造又は加工された飲食物として別に定めるもの」、また「生鮮食品は

加工食品以外の飲食物として別に定めるもの」と記述されているが、どこにこれらが定められ

るのかが明示されるべきである。更に、食品事業者は、定められたものの中に見当たらない食

品が加工食品に該当するのか、それとも生鮮食品に該当するのかを判断しなければならないケ

ースが今後生じてくると予想されるので、判断するための基準や根拠が示されるべきである。 

・「製造者」と「加工者」に関する具体的事例が少し書かれているが、実際の製品においてはこれ

だけで判断できないものも存在すると思われ、Q＆A 等で具体例を示すことが必要と思われる。

特に複雑な経路で製造される商品にいたっては、同じような商品であっても保健所で見解が異

なる判断がなされることがあるため、事業者はこれまで都度、確認をしている状況がある。 

※ 例えば、「包装加熱された食品を仕入れ、小分けし、再度加熱して出荷するもの」や「すで

に包装された食品をパーツとして仕入れ、複数のパーツを詰め合わせするケース」など、

さまざまなケースが存在する（参考）。 

・（繰り返しにはなるが）実際の流通においてはさまざまな商品が存在しており、具体的な事例も

ふまえて説明すべきである。これではわかりにくいとされたことが解決したことにはならない。 

 

(13 ページ)：「加工食品」と「生鮮食品」の整理について（案） 

5. 「調整」には、乾燥、冷凍、塩水漬け等が含まれているが、このような「調整」のみが行わ

れた食品が、上述したように、生鮮食品ではなく、加工食品に分類されている。 

 

(16 ページ)： 

6. 味付け牛肉は現行、JAS 法において加工食品とされているという理由で、食品表示法において

も加工食品とされているが、これについては、味付けという工程が加工に該当するためかを

再度明確にする必要がある。 

 

 

 

 

 



（16 ページ） 

7. “現行のＪＡＳ法が加工の程度によって「加工食品」と「生鮮食品」に区分している場合で

あっても、現行の食品衛生法上は区別なく表示対象食品として扱っているものの取扱い”の

書きぶりは要するに、食品衛生法で定める個別の表示すべき事項は引き続き表示を義務付け

るということでよいのではないか。また、義務付ける内容が書かれているが、部分的なもの

である。 

 

・“ ⇒ 食品表示基準においては、このような食品については、「加工食品」と「生鮮食品」のど

ちらに整理された場合であっても、衛生上の観点から必要とされていた事項については、引き続

き、表示を義務付けることとする。” ここは単に「食品衛生法で規定する個別の内容は衛生上の

観点から今後においても必要とされるものであることから、食品表示法においても引き続き表示

を義務付ける」ということではないのか。 

 

・“ 食肉の規定例：刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理を行ったも

のにあっては、処理を行った旨及び飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨（表

示基準府令第１条第２項第 18 号）” に関して解釈が間違っている。例示は全ての牛肉（牛バラ肉、

味付け肉、牛肉のしぐれ煮）にかかっているが、表示基準府令第１条第２項第 18 号は非加熱の食

肉に表示すべき規定であり、牛バラ肉と味付け牛肉にかかるのではないか。 

 

・” ※当該食品のうち、（ⅰ）に該当し得る食品は以下のとおり。” としているが、これだけなの

か？食肉製品（特定加熱食肉製品である旨など）や容器包装詰加熱加圧殺菌食品（殺菌方法等を

明記するもの）などはどうするのか。食品衛生法に基づく表示について1（平成 24 年 2 月 24 日消

食表第 46 号）別添 1を参考に議論すべき。 

 

(17 ページ) 

8. 例①ドライマンゴーは、JAS 法でも、食品表示法でも加工食品とされるが、13 ページの「調

整」の定義に従えば、ドライは加工に該当しないのではないか。 

・「※食品衛生法における簡易な調理、加工」の説明と、13 ページの説明とは一致しないよ

うに思われる。 

 

 

（17 ページ） 

9. “（ⅱ）食品衛生法における簡易な調理、加工のみが施された食品（※）の取扱い 

⇒ 食品衛生法規定の食品でないもののうち、食品表示法上「加工食品」と整理するもの”につ

いて、「食品衛生法における簡易な調理、加工」の定義はこれでよいのか。 

 

・まず、「食品衛生法規定の食品」は「食品衛生法規定の加工食品」と直すべき。このページにお

いて食品衛生法における簡易な調理、加工が定義されているが、これは乾燥した野菜、果実、魚

                                                  
1 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin804.pdf 



介類及び海藻類にも当てはまる内容なのか？ 

 

・”食品衛生法規定の食品でないもののうち、食品表示法上「加工食品」と整理するもの”の意

味がわからない。食品衛生法において加工食品として扱われず、JAS 法により加工食品とされる

ものにおいて、食品表示法上「加工食品」と整理するということか。示された表も含めて理解し

づらい。新たに表示事項をさだめる内容と思われ、より具体的に正しく説明すべきである。なお、

過去に行われた「食品の表示に関する共同会議」2においても同様の議論が行われている（参考）。 

 

(19 ページ)：異種混合について 

10. 「異種混合」の取扱いについての見直しは必要であろう。 

 

(20 ページ)： 

11.  焼肉セットは「生鮮食品」とされるが、例えば、味付け焼肉セットは、16 ページの味付け牛

肉と同様、「加工食品」になるのか。 

 

・19 ページに、「異種混合した食品について一部の消費者等の感覚とズレが生じていること」と

述べられているが、消費者は、サラダミックスや合挽肉が「加工食品」であると一般的に感じ

ているのか。また豚挽肉は生鮮食品であり、合挽肉は加工食品に該当することになるが、これ

には、また消費者の一部から、意見が出るであろう。 

・取締りの観点からだけではなく、消費者の観点からの検討も必要であろう。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
2 「食品の表示に関する共同会議」厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会及び農林水産省農

林物資規格調査会表示小委員（平成 14 年 12 月 11 日～平成 21 年 8 月 28 日） 



参考 「食品の表示に関する共同会議」では以下のような資料が提出されている。 

 

 

 

 

 

 

第 2 回及び第 5回食品の表示に関する共同会議を加工 
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第 2 回食品の表示に関する共同会議を加工 

 

 










